














































 
前回の審議会をふまえた事業者との調整事項 

（前回：第 69 回横浜市都市美対策審議会景観審査部会 令和４年 11 月 22 日） 
 
 前回の都市美対策審議会景観審査部会を踏まえて、以下の項目について協議・調整を行ってきました

ので、次のとおり市の考え方を示します。 
 
１ Ａ敷地 山手本通り側の空地のつくりについて                         

前回の提案では、建築物に近い部分に一般の歩行者が通り抜けられる動線を設けていましたが、一般

の歩行者には入りづらくここを通ることはないだろうとのご指摘を受けました。今回は、歩行者動線を

敷地内に誘導するのではなく、山手本通りの歩道沿いに空地を設け、歩行空間にゆとりをもたせる計画

としています。また、居住者向けの空間に見えるとのご指摘を受けました交差点付近の空地では、舗装

やベンチなどの設えを工夫することにより、一般の人が入りやすい広場状の空間としており、山手の景

観への貢献がより明快な計画になっています。 
 
２ Ａ敷地 陣屋坂沿いの擁壁及び建築物の圧迫感の軽減について                   

盛り土によって新たに造成する宅盤とその上の建築物による圧迫感を軽減するために、今回の計画

では、宅盤の高さを当初の計画より全体的に７０㎝下げ、さらに、建築物の３階部分を一部セットバッ

クさせています。さらに、C 敷地との取り合い部では擁壁下の植栽をより密に配置することで、緑豊か

な街路空間を形成するとともに、擁壁の圧迫感をやわらげる工夫をしています。 
 
３ Ｂ敷地 建築物の分節について                                 

Ｂ敷地の建築物のボリューム感を軽減するために、今回の計画では、ひさしを設ける範囲や窓の形状

を工夫したり、外壁の素材に変化をもたせたりすることで、港の見える丘公園側の通りに面するファサ

ードを大きく３つに分節し、山手のスケール感になじむよう配慮しています。また、ファサードのデザ

インには、山手の西洋館の要素を取り入れる工夫もなされています。 
 
４ Ｂ敷地 港の見える丘公園側の歩道に面する空地へのアクセスのしやすさについて                           

前回の提案では、港の見える丘公園側の歩道に面する空地について、一般の歩行者がより入りやすく

なるような工夫を求められました。今回の計画では、植栽帯の形状等を見直し、空地にアクセスできる

部分を増やしています。 

 
５ Ｂ敷地 Ｃ敷地側からの見え方について                             

地下駐車場へ続く車路の隣地からの見え方について、今回の計画では、車路の側面に沿ってより密に

植栽を配置し、車路の側面が隣地から見えにくくなるよう配慮をしています。 
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